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港区立学校施設等使用条例施行規則 

改  正  案 現     行 

港区立学校施設等使用条例施行規則 

平成２年３月３１日 

教育委員会規則第一号 

１条～９条 （略） 

 

付則 （略） 

 

別表第一（第七条関係） 

設備の種類 使用単位 使用料 

アップライトピアノ 一式一回 一〇〇円 

グランドピアノ 一式一回 三〇〇円 

照明（校庭） 
芝浜小学校 

二時間 三〇〇円 

三時間 五〇〇円 

麻布小学校 
二時間 二〇〇円 

三時間 三〇〇円 

青南小学校 
二時間 二〇〇円 

三時間 三〇〇円 

三田中学校 
二時間 三〇〇円 

三時間 五〇〇円 

高陵中学校 二時間 二〇〇円 

港区立学校施設等使用条例施行規則 

平成２年３月３１日 

教育委員会規則第一号 

１条～９条 （略） 

 

付則 （略） 

 

別表第一（第七条関係） 

設備の種類 使用単位 使用料 

アップライトピアノ 一式一回 一〇〇円 

グランドピアノ 一式一回 三〇〇円 

照明（校庭） 芝浜小学校 一面一回 四〇〇円 

青山中学校 一、六〇〇円 

照明（テニスコート） 一面一回 二〇〇円 

 

備考 設備の使用単位について一回とは、条例別表（一）の部に規定す

る午前、午後Ⅰ、午後Ⅱ、夜間Ⅰ、夜間Ⅱ及び夜間Ⅲのそれぞれの使用

単位をいう。 

 

別表第二 （略） 
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三時間 三〇〇円 

青山中学校 
二時間 一、四〇〇円 

三時間 二、一〇〇円 

港陽小・中学校 
二時間 一〇〇円 

三時間 二〇〇円 

照明（テニス 

コート） 
青山中学校 

一面二時間 二〇〇円 

一面三時間 三〇〇円 

 

備考 設備の使用単位について一回とは、条例別表（一）の部に規定す

る午前、午後Ⅰ、午後Ⅱ、夜間Ⅰ、夜間Ⅱ及び夜間Ⅲのそれぞれの使用

単位をいう。 

 

別表第二 （略） 
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生涯学習スポーツ振興課 

 

港区立学校施設等使用条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

審議内容 

学校施設開放事業における夜間照明使用料を定めるため、港区立学校施設等使

用条例施行規則の一部を改正します。 

 

１ 改正理由 

  現在、学校施設開放事業において夜間照明使用料を徴収している芝浜小学校及び

青山中学校に加え、夜間照明が設置された他の学校施設についても新たに使用料を

定めるため、港区立学校施設等使用条例施行規則の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

  学校ごとに、開放時間枠に応じて２時間分、３時間分の料金を定めます。 

学校名 使用料（２時間） 使用料（３時間） 

芝浜小学校 ３００円 ５００円 

麻布小学校 ２００円 ３００円 

青南小学校 ２００円 ３００円 

三田中学校 ３００円 ５００円 

高陵中学校 ２００円 ３００円 

青山中学校 １,４００円 ２,１００円 

港陽小・中学校 １００円 ２００円 

青山中学校 

（テニスコート１面） 
２００円 ３００円 

 

３ 公布日（予定） 

  令和８年２月２７日 

 

４ 施行期日 

令和８年４月１日 

令和８年２月２６日 
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